
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 海外研究機関等との協定業務補助 

 



 



 

第４章 海外研究機関等との協定業務補助 

１．概要 

本事業が開始された平成 24 年度には、先進地視察業務として 1970 年代からオニヒトデ研究の中

心地となっているオーストラリア・タウンズビル市を訪れ、ジェームズクック大学（James Cook 

University、以下 JCU）やオーストラリア海洋科学研究所（Australian Institute of Marine Science、

以下 AIMS）でオニヒトデ関連研究に携わっている主要な関係者と面会した。その際、AIMS のピー

ター・ドハティ博士から、オーストラリアにおいて今後優先的に着手すべきオニヒトデ研究課題は

沖縄県においても共通しているであろうこと、そして、情報交換など研究協力を行うことが双方に

とって有益であるという見解が示され、研究計画が正式にまとまった段階で協定関係の締結にむけ

た協議を行うことで合意をみた。 

沖縄県側では、平成 24年 10 月と平成 25 年 1月に開催されたオニヒトデ総合対策事業検討委員

会での諮問を経て過去のレビューに基づいた調査研究計画が策定された。AIMS では、平成 24 年 7

月にケアンズ・フィッツロイ島で開催されたオニヒトデワークショップ（フィッツロイ会合）にお

いて採択された優先課題に基づく研究計画を平成 25 年 10 月に基本方針としてとりまとめた。平成

25 年 11 月には沖縄県とオニヒトデ総合対策事業共同企業体（JV）のメンバーが AIMS を訪問し、双

方の計画を開示・比較し、どの分野において協力が可能かを協議した。以後、沖縄県側では協定書

の原案を作成して関係者および法務専門家に回覧、AIMS 側にも送付して内容について同意を得た。

平成 26年 3 月には AIMS からジェイミー・オリバー研究部長とブリタ・シャッフェルケ博士を沖縄

に招聘して「沖縄県とオーストラリア海洋科学研究所によるオニヒトデ研究および総合的対策に関

するパートナーシップ協定（以下、協定と省略）」が正式に締結された。 

平成 26 年度の先進地視察で再訪した AIMS では、協定にもとづいて双方の調査研究に関する情報

交換を行うことと、今後の共同研究分野の可能性について協議を行うことがおもな目的であった。

また、訪問の機会を利用して、かねてより AIMS 側から要望がよせられていたオニヒトデ幼生捕食

実験への技術協力と、グレートバリアリーフの視察も行った。 

平成 27 年度は AIMS に加えてグレートバリアリーフ海中公園局（Great Barrier Reef Marine Park 

Authority、GBRMPA）も訪問先に加え、行政機関としてオニヒトデ防除にむけた水質改善への取り

組みについて担当者から聞き取った。また、タウンズビル近郊の４ヶ所の国立公園を視察した。 

平成 28 年度の先進地視察業務では、オニヒトデの大量発生防除を主目的のひとつとする水質管

理行政の情報収集に重点を置き、クイーンズランド州政府が所管するグレートバリアリーフ事務

所（Office of the Great Barrier Reef、以下 GBR オフィスと省略）で水質対策を担当している

行政官と面会した。同じブリスベン市内にあるオーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）

では、オニヒトデ大量発生および駆除のモデル構築に携わっている研究者にも面会した。また、

同市沖合に設置されているモートン島国立公園の視察も行った。その後タウンズビル市へ移動し

て AIMS を訪問し、これまでと同様、オニヒトデ研究者と面会して現状や進捗状況に関する聞き

取りを行った。出張行程および会合スケジュールは次ページ以降に示した。 
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２．訪問行程および協議スケジュール 

今回の出張の全体行程は平成 28年 11 月 20 日から 27 日にかけての 8 日間（オニヒトデ総合対策

事業共同企業体の岡地は 26 日まで）、うちオーストラリア国内での滞在は 21 日早朝から 26日午

前中までの６日間であった。旅程および会合スケジュールは次ページの表１～４に示した。各地の

訪問先および面会者は下記のとおりである。 

 

出張者：  

 沖縄県自然保護課 金城 賢 課長・徳里 政哉 主査 

 オニヒトデ総合対策事業共同企業体 岡地 賢 

出張期間：  

 平成 28年 11 月 20 日（出発）～平成 28年 11 月 27 日（金城課長・徳里主査） 

 平成 28年 11 月 20 日（出発）～平成 28年 11 月 26 日（岡地） 

訪問先および面会者：  

 オーストラリア連邦科学産業研究機構海洋大気研究部（略称 CSIRO、ブリスベン市） 

 Dr. Eva Plaganyi（エバ・プラガニイ博士）主任研究員 

 Dr. Rodrigo Bustamante（ロドリゴ・ブスタマンテ博士）上席研究員 

 Mr. Darren Dennis（ダレン・デニス氏）資源調査チームリーダー 

 Dr. John Keesing（ジョン・キーシング博士）上席研究員（テレビ会議） 

 Dr. Sharon Tickell（シャロン・ティッケル氏）上席ソフトウェア技師（テレビ会議） 

 クイーンズランド州グレートバリアリーフ事務所（略称 GBR Office、ブリスベン市） 

 Ms. Elisa Nichols（エリサ・ニコルズ氏）事務所長 

 Ms. Kirsten Kenyon（カーステン・ケニオン氏）副所長、施策評価・合意形成担当官 

 Ms. Nyssa Henry（ニッサ・ヘンリー氏）モニタリングプログラムマネージャー 

 Ms. Jean Erbacher（ジャン・エルバッカー氏）水質研究プログラムマネージャー 

 Mr. Dominic Henderson（ドミニク・ヘンダーソン氏）技術チームコーディネイター 

 Mr. Chris Johnson（クリス・ジョンソン氏）普及啓発プログラムマネージャー 

 Mr. Peter Bramwell（ピーター・ブランウェル氏）産業参画推進コーディネイター 

 Mr. Billie Gordon（ビリー・ゴードン氏）産業参画広報コーディネイター 

 Dr. Wylie Ross（ワイリー・ロス博士）州検疫部科学プログラムマネージャー 

オーストラリア国立海洋科学研究所（略称 AIMS、タウンズビル市） 

 Dr. Britta Schaffelke（ブリタ・シャッフェルケ博士）上席研究員 

 Dr. Sven Uthicke（スベン・ウチッケ博士）主席研究員 
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表４－２－１．平成 28 年度オニヒトデ総合対策事業・先進地視察業務の行程． 

日付 曜日 出発 到着 便名等 宿泊先

11:35 13:45 JL996 那覇⇒羽田

14:30 15:30 羽田⇒成田

19:30 JL771 成田⇒シドニー 機内

7:15 シドニー到着

9:30 10:00 QF514 シドニー⇒ブリスベン Hotel Ibis Brisbane

12:30 17:30 CSIRO（オーストラリア連邦科学産業研究機構） ブリスベン

8:30 17:30 モートンベイ国立公園視察

　Dolphins in Paradise社の乗り合いボートにてモートン島へ Hotel Ibis Brisbane

　国立公園管理の状況、ジュゴン生息地など視察 ブリスベン

9:00 13:00 GBR Office（グレートバリアリーフ統合管理事務所）

　水質管理行政・オニヒトデ調査研究・ヒアリ対策など Hotel Ibis Brisbane

　に関するヒアリングおよび意見交換 ブリスベン

8:55 10:55 VA367 ブリスベン⇒タウンズビル

13:30 16:00 AIMS（オーストラリア国立海洋科学研究所） Townsville Central

　オニヒトデ調査研究の進捗報告および意見交換 タウンズビル

8:30 11:00

12:15 15:55 VA1520 タウンズビル⇒シドニー Travelodge Wynyard

シドニー

9:15 17:00 JL772

（金城課長・徳里主査は成田到着後に都内へ移動） （金城課長・徳里主査）

都内

11:30 14:15

11/20 日

シドニー⇒成田

11/26 土

月

火11/22

11/27 日
羽田⇒那覇

11/23 水

行程および面会者

タウンズビル周辺国立公園地区視察

11/24 木

11/25 金

11/21
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表４－２－２．先進地視察で訪問した CSIRO の会合プログラム（11 月 21 日）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ブリスベン到着が午前 10 時であったため、実際の面会スケジュールは 13:00～18:00 となった。 

 

（訪問者名） 

（訪問目的 – オニヒトデ・水質 

   海洋保全等） 

（ホスト： エバ・プラガニイ博士） 

（出席者） 

（沿岸研究マネージャー ロドリゴ・ブスタマンテ博士） 

（沿岸研究 ダレン・デニス氏） 

（沿岸研究 ジョン・キーシング博士）（テレビ会議） 

（モデル研究 シャロン・ティッケル博士）（テレビ会議） 

（欠席 アンディ・スティーブン博士、ラス・バブコック博士） 
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表４－２－３．先進地視察で訪問した GBR オフィスの会合プログラム（11 月 23 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホスト：エリサ・ニコルス氏, GBR オフィス所長 州政府環境遺産保護局） 

（GBR 水質保全計画の概要 – カーステン・ケニオン氏, 施策評価・合意形成担当官） 

（水質モニタリングと報告・公表 – ニッサ・ヘンリー氏, プログラムマネージャー） 

（水質研究プロジェクト – ジャン・エルバッカー氏, プログラムマネージャー） 

（栄養塩研究 – ドミニク・ヘンダーソン氏, 技術チーム） 

（普及啓発プログラム – クリス・ジョンソン氏, 技術チーム） 

（サトウキビ栽培の認証制度 – ピーター・ブラムウェル氏, 産業参画推進担当官） 

（農業セクターの参画推進 – ビリー・ゴードン氏, 産業参画広報担当官） 

（ヒアリ対策 – ワイリー・ロス博士, 州検疫部科学プログラムマネージャー） 
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表４－２－４．先進地視察で訪問した AIMS の会合プログラム（11 月 24 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホスト： スベン・ウチッケ博士、ブリタ・シャッフェルケ博士 

AIMS の概要 – ブリタ・シャッフェルケ博士 

沖縄県のオニヒトデ研究（進捗） – 岡地  

AIMS のオニヒトデ研究（進捗） – スベン・ウチッケ博士 

SeaSIM 飼育施設見学 – スベン・ウチッケ博士 
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３．訪問先機関での情報交換および協議の概要 

今回のオーストラリア滞在中に訪問した政府機関や研究所では、沖縄県が実施しているオニヒト

デ総合対策事業の背景・目的や進捗状況に関するプレゼンテーションを行った。各訪問先からもオ

ニヒトデ大量発生の抑制を目的に含む様々な水質保全施策に関するプレゼンテーションを受けた。

ここでは、各訪問先の概要、オニヒトデ研究と水質保全施策への関与、協議内容等を報告し、その

後に当該訪問先で受けたプレゼンテーション（スライド）を掲げて内容を説明する。 

 

３－１．オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO） 

CSIRO はオーストラリア国内で最大の総合研究機関で、産業への応用や公共の利益につながる国

家的課題の解決に向けた研究開発を行うことを目的としている。研究分野は、農業、環境、情報通

信、保健、材料、製造、鉱物、エネルギー等広範にわたり、そのうちのひとつが「海洋からの持続

可能な財産」という国家目標の下で実施されている沿岸生態系研究である。首都キャンベラの本部

と国内外 57 の支所で合計約 6,500 人の職員が研究業務に携わっている。 

今回訪問した海洋大気研究部ブリスベン支所はクイーンズランド大学キャンパス内にあり、おも

な業務はグレートバリアリーフを含むオーストラリア東岸の沿岸環境保全に関する包括的な調査

研究である。オニヒトデ研究はブリスベン支所の職員に加え、ホバート支所（タスマニア州）、パ

ース支所（西オーストラリア州）の職員がデータや技術を共有して実施している個体群・駆除モデ

ル研究や海流コネクティビティ研究が主体である。個別のオニヒトデ研究としては、パース支所の

ジョン・キーシング博士らによるオーストラリア北西岸の大量発生調査と原因究明が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－１．クイーンズランド大学キャンパス

内の CSIRO ブリスベン支所（上左）と協

議の状況（上右）、会合参加者の集合

写真（平成 28 年 11 月 21 日）． 
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プレゼンテーション終了後のディスカッションでは、沖縄県の取り組みのなかで水質モニタリン

グと幼生餌料制限研究、特にオニヒトデ幼生の餌料が何か興味ぶかいので今後のとりまとめに期待

しているという意見が寄せられた（ロドリゴ・ブスタマンテ博士）。幼生餌料研究に興味が持たれ

る背景には、オニヒトデの大量発生が植物プランクトンの増加により引き起こされるという「幼生

生き残り説」に疑問をもつ研究者がオーストラリア国内でも少なくないという事情がある。前出の

ブスタマンテ博士は、オニヒトデ幼生はもともと植物プランクトン以外の雑多な餌も取り込んで消

化する可能性が高いので、自然状態の植物プランクトン密度でも現在考えられているより多くの幼

生が生き残ることができると推測しており、適切な時期に幼生をサンゴ礁に運搬・滞留させる海流

の重要性が餌料と同様に高いであろうという見解を示された。ほかにも、グレートバリアリーフで

構築した大量発生・駆除モデルを沖縄県においても適用可能か検証してみたいという意見（エバ・

プラガニイ博士）、そして、可能なら今後も情報交換を行って協力関係を続けたい（ジョン・キー

シング博士）との要望も寄せられた。 

 

 

３－１－１．エバ・プラガニイ博士のプレゼンテーション概要 

 CSIRO では、オニヒトデの大量発生に関し、発生スケールや発生要因、個体群密度と駆除努力

の関係などについて既存データを利用したモデリングを行っている。 

 定性的モデリングとして、これまで提唱された大量発生仮説と個々の要因の関連性および相対

的重要性を評価している。栄養塩（幼生生き残り仮説）と漁獲圧（捕食者減少仮説）を比較し

たところ、両方でも、どちらか単独でも、オニヒトデの大量発生は説明がつきにくい。 

 定量的モデリング（MICE モデル）として、オニヒトデのサイズ別個体密度（>15cm、<15cm、幼

生）、高成長サンゴ被度、低成長サンゴ被度、大小魚類やホラガイの補食圧、駆除圧などを数

値にしてモデル化し、各々の影響を評価している。このモデルはオニヒトデの個体群動態に関

する様々な疑問を検討することが可能で、既存データの質・量に応じて柔軟に対処もできる。 

 MICE モデルは GBR 北部のリザード島（Lizard Island）で調査した野外個体群の動態にフィッ

トさせることができた。親ヒトデの移入とセルフ・シーディングによる地域再生産という要因

が異なる個体密度増加や、オニヒトデの密度変化に対応したサンゴ被度変化も再現できている。

今後はさらにデータを加えてモデルの精度をより高め、時間的・空間的に適用範囲を拡大して、

大量発生仮説へと展開してゆきたい。 

 駆除モデルに関して、オニヒトデ密度と駆除努力量あるいはサンゴの増加率（成長率）との関

係はすでに求められている。これまでは、1ヘクタール当たり 10個体がサンゴ群集を保全でき

るしきい値とされてきたが、MICE-CoralIf モデルでは個体間距離と受精率の関係を組み込むこ

とでさらに精密な計算が可能となり、1 ヘクタール当たり 3 個体以下で受精率を非常に低いレ

ベルにおさえられることがわかった。 

 将来の研究の方向性としては、GBR の大小スケールの駆除が効果的かどうかの評価を行い、適

切にアレンジし、あるいは究極的な発生要因を究明して、オニヒトデの大量発生を抑制するこ

とと、効率的な駆除方法を探索することである。 
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３－１－２．シャロン・ティッケル氏のプレゼンテーション概要 

 “eReefs”はグレートバリアリーフの保全施策に必要な科学的知見の共有を目標として、2012

年に組織された省庁横断型のワーキンググループによるグレートバリアリーフとその沿岸、流

域も含めた水質・生物・海流などの統合的データベースである。連邦または州政府に属する複

数の研究機関が参加しており（CSIRO、AIMS、クイーンズランド州政府、オーストラリア連邦

気象局など）、各機関を代表する理事会とその下におかれたオペレーション部門により運営さ

れている。 

 CSIRO は他の参加機関と同様に諸データを提供するほか、オペレーション部門と協力して全体

的なデータベース構築とそれらをウェブサイトで視覚的に表示するウェブGISの作成と管理を

行っている。CSIRO 内部では、ブリスベン支所の指揮のもと、タスマニア支所とパース支所の

技術者が実際の運営管理を行っている。 

 各機関から送られてくるフォーマットされたデータだけではなく、通常の google 検索などで

ヒットする研究論文や各種報告書に掲載あるいは引用されているデータの元データを特殊な

検索エンジンで取り出したメタデータや、NASA など海外機関がオーストラリア周辺で取得した

衛星（リモートセンシング）データも集積している。これらのデータは自由にダウンロードす

ることができる。 

 ウェブ GIS では、例えば「クロロフィル」という単独の項目選択では日付の入力によりグレー

トバリアリーフ周辺海域の任意の部分についてクロロフィル分布が表示される。さらに「海流」

の項目を追加選択すると、時間的・空間的なクロロフィル分布の変化が海流データとともに表

示されるようになり、オニヒトデをはじめ浮遊幼生の分散経路と水質の関係を推測することが

可能である。 

 eReefs のウェブ GIS 公開は 2017 年初頭を予定している（portal.ereefs.info）。 

 現在は CSIRO が取り組んでいる eReefs の概要を専用ウェブサイトに掲載している

（research.csiro.au/ereefs/）。組織概要や運営、各プロジェクトに関する概要は連邦ワーキ

ンググループのウェブサイトに掲載されている（ereefs.org.au/ereefs/）。 

 

 

３－１－３．ジョン・キーシング博士のプレゼンテーション概要 

 西オーストラリア州の沿岸は総延長約 12,500 キロにおよび、その約 1/2 でサンゴ礁またはサ

ンゴ群集がみられる。とりわけニンガルー周辺のサンゴ礁は規模が大きく、科学的にも観光資

源としても重要であるため、CSIRO パース支所がモニタリングを継続している。 

 ピルバラの 60km 沖合に位置するバーロウ・モンテベロ両島は、1950 年代にイギリスの核実験

場として有名になり、現在も大規模 LNG プラントが稼働しているが、周辺のサンゴ礁は最高レ

ベルの環境保全区域として設定されたほどである。2013 年の調査では平均サンゴ被度が 40％

以上と報告され、西オーストラリア州で第二位であった。 

 2010 年末から 2011 年初め（オーストラリアの夏）と、2012 年末から 2013 年初めにかけて高

水温によるサンゴ白化現象が起き、サンゴ被度は 30～40％から 10％以下に低下した。ただし、

2013 年までオニヒトデはほとんど観察されなかった。 

 2014 年 5 月のマンタ法調査で、モンテベロ島東側のサンゴ礁で高密度のオニヒトデ集団（8.9

～186 個体/ha）が発見された。サンゴ被度が低下したなかでの大量発生であったため、オニヒ
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トデがどのサンゴを補食しているかについてもトランセクト法で詳細調査を実施した。 

 白化現象以前のサンゴ被度約 35％の場合では、許容できるオニヒトデ密度は（サンゴ群集の成

長量 ＞ オニヒトデの補食量）10～15 個体/ha であったが、白化減少後の被度約 10％では許容

密度は 4個体/ha と試算された。 

 バーロウ・モンテベロ島やニンガルーを含む西オーストラリア沿岸では、年間を通じ降水が非

常に少なく、陸域での開発や農業利用もほとんどないので、栄養塩流出による植物プランクト

ン増加がオニヒトデ大量発生の要因とは考えにくい。また、漁業の規模も零細で、オニヒトデ

の捕食に関係する魚類は漁獲対象ではないので、捕食者減少説も当たらないと考えている。 

 実際に過去 10 年間にわたる西オーストラリア沿岸のクロロフィル値の変動をみても、オニヒ

トデ幼生が生き残るレベルに達することはなかった。 

 考えられる大量発生要因としては、白化減少により広い範囲でサンゴ被度が低下したため、部

分的にサンゴが残っていた場所へ徐々にオニヒトデが集まってきたという可能性が考えられ

る。 

 白化現象によりサンゴ群集構成の主体はミドリイシ類・ハナヤサイサンゴ類からキクメイシ

類・ハマサンゴ類へと変化した。今回観察したオニヒトデ集団の食性は、統計的な比較ではこ

れまで報告されているとおりミドリイシ類・ハナヤサイサンゴ類を好む傾向にあったが、大多

数がキクメイシ類・ハマサンゴ類を補食していた。 
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３－２．クイーンズランド州グレートバリアリーフ事務所（GBR Office） 

世界的なサンゴ礁の衰退傾向はグレートバリアリーフも例外ではなく、過去 27 年間に平均サン

ゴ被度が約 28％から約 14％へと半減し、何の方策もとられなければ 2022 年頃にはサンゴがほとん

どみられなくなると予想されている。この衰退のおもな要因として、オニヒトデの大量発生、富栄

養化、沿岸開発、気候変動があげられた。オーストラリアでは、2000 年代までオニヒトデの大量発

生は自然現象だとされてきたが（人間活動の関与を示すデータが得られなかったため）、2010 年頃

までに陸域からの栄養塩流出にともなう植物プランクトン増加によって生き残ったオニヒトデ幼

生が大量発生を引き起こすという科学的証拠が次々と発表されたことで、他の要因と同じく人間活

動に起因すると考えられるようになった。また、2011 年から 2014 年にかけて、グレートバリアリ

ーフの世界遺産としての価値が低下しているというUNESCOの度重なる指摘も受けたことから、2015

年にオーストラリア連邦政府とクイーンズランド州政府は共同でグレートバリアリーフの統合的

な保全施策である「The Reef 2050 Plan（リーフ 2050）」を策定した。 

法的にはクイーンズランド州の海岸から 3 海里以遠がグレートバリアリーフ海中公園とされ、従

来はグレートバリアリーフ海中公園局（Great Barrier Reef Marine Park Authority、以下 GBRMPA

と省略）が全域の保全管理を一元的に管掌していた。しかし、リーフ 2050 で基本方針の一つとさ

れた、農業、治水、沿岸開発など陸域における人間活動の規制と管理は GBRMPA の権限外であった。

そこで、GBRMPA を含む連邦政府とクイーンズランド州政府がリーダーシップをとり、政府諸機関と

地方自治体、民間団体、研究者グループが協力して各種の施策を実施するためにグレートバリアリ

ーフフォーラムとよばれる枠組みを組織した。その一部で、クイーンズランド州内の農業セクター

を対象とする施策を管理する役割を担っているのがグレートバリアリーフ事務所である。 

グレートバリアリーフ事務所は常勤職員約 40 名で、大多数が環境遺産局職員と兼務している。

同事務所はモニタリングなど日常的な管理業務を地域 NGOや農業組合に対して委託しているが、直

営でも普及啓発事業や調査研究事業を実施している。今回の訪問では、エリサ・ニコルズ所長をは

じめ基幹事業の担当者からプレゼンテーションをうけた。沖縄県側からは、JV の岡地が沖縄のオニ

ヒトデ問題とオニヒトデ総合対策事業の概要についてプレゼンテーションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－２．グレートバリアリーフ事務所での会合の状況（岡地のプレゼンテーション）． 
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３－２－１．エリサ・ニコルズ所長のプレゼンテーション概要 

 グレートバリアリーフは 1981 年に世界遺産指定をうけたサンゴ礁生態系で、総延長 2300 キロ

におよぶ 3000 のサンゴ礁を含む世界遺産地域の総面積は約 35 万平方キロである。海域の生物

多様性は世界で最も高く、例えば、サンゴ類は約 600 種類、魚類は 1625 種類、サメ類は 133

種類の生息が知られている。   

 近年、グレートバリアリーフは気候変動や沿岸開発、水質汚濁など人間活動にともなって増大

する脅威に直面しており、とりわけ陸域の農業活動に由来する栄養塩・土砂流出は水質汚濁の

最大の原因となっている。 

 グレートバリアリーフ事務所は、クイーンズランド州政府環境遺産保護局におかれた省庁横断

的な組織である。約 40 名の職員は、グレートバリアリーフ保全のために連邦および州政府が

実施する、セクター間の協力体制構築、政策分析、水質対策の 3 つの分野にまたがる業務を行

っている。 

 現在の政策としては、リーフ 2050 とその下位計画である水質保全計画、水質科学プログラム、

農業改善プログラム（施肥低減基準、優良経営事例、普及啓発、調査研究、協力体制構築）、

サンゴ礁レポートカードプログラム、関係者間コミュニケーションおよび合意形成プログラム

など多岐にわたる。 

 リーフ 2050 は連邦政府と州政府が次の分野で協力体制を構築している：生態系保全、生物多

様性保全、水質保全、文化遺産保全、地域振興、経済発展、ガバナンス。リーフ 2050 は特に

グレートバリアリーフへ流れ込む陸水にフォーカスしており、農業・牧畜がサンゴ礁の脅威と

ならないことを目的としている（サンゴ礁に悪いから規制するということではない）。 

 州政府は 2015 年に専門委員会を組織して方針を検討した。その結果、2025 年までに重要流域

において窒素の流出量を最大 80％、土砂流出を最大 50％、それぞれ削減することを目標とす

る「クイーンズランドサンゴ礁水質プログラム」が策定された。 

 予算として 2015/2016 年から 2019/2020 年の 5 年間に 1 億豪ドル（邦貨約 90 億円）を確保し

た。初年度は 1000 万豪ドルを漁業ライセンスの買い戻しにあてた（生態系保全のため採捕禁

止海域を拡大）。水質関連プロジェクトが本格化した 2016/2017 年は 7900 万豪ドルの支出が見

込まれている。公的資金以外にも民間資金や寄付を募っている。 

 水質プログラムの代表例として、グリーニングオーストラリア（全国規模で景観保全をすすめ

る半官半民の NPO）がすすめる涸れ川からの土砂流出を削減する事業がある。この事業に州政

府は 200 万豪ドルのマッチング資金を拠出して実行力を強めている。 

 協力体制構築の代表例としては、農薬・窒素・土砂流出量の削減を目標とする熱帯雨林・バー

デキン川両地域におけるプロジェクトがあげられる。これらのプロジェクトでは、農家と牧畜

業者だけでなく、流域内の地域住民も参加して普及啓発活動や優良事業指定をめざす地域主体

の計画づくりが行われている。 
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３－２－２．ニッサ・ヘンリー氏のプレゼンテーション概要 

 グレートバリアリーフは熱帯から亜熱帯に属し、雨期に多量の陸水が流れ込み、それが一因と

なってオニヒトデの大量発生が 15 年周期で起きている。規模は異なるが沖縄も同様の問題を

かかえていると思う。ただし、大きく異なる点は、クイーンズランド州陸域の土地利用で最も

多いのが牧草地（約 74％）で、そこから流出する肥料や土砂によってサンゴ礁生態系が衰退し

ている。 

 代表的な例が水質悪化によるオニヒトデの大量発生で、最近の研究では過去 27 年でサンゴ被

度がほぼ半減した最も大きな理由とされている。そうした水質悪化による影響を低減し、サン

ゴ礁生態系を過去の状態に戻すため、リーフ 2050 では、2020 年までに人間活動由来の溶存態

無機窒素を 50％、流出土砂量を 20％、農薬を 60％、それぞれ削減するという目標を掲げた。 

 リーフ 2050 において、クイーンズランド州政府（GBR オフィス）は主に次の３つの業務に取り

組んでいる：1) 優先的知見への投資（調査研究・リスクアセスメント・ミチゲーション）、2) 

モチベーション向上（優秀活動プログラム・奨励制度・啓発活動）、3) 評価（各種営農地・流

域・海域のモニタリングおよびモデリング）。特に 1)の調査研究については、科学者を含む多

様な関係者の間で優先事項を決めて、調査研究の結果やその効果についてレポートカードとい

う一般にもわかりやすい形で公表し、さらにモデリングにより達成度の評価や将来予測も行う

という施策をとっている。 

 公表手段であるレポートカードは、”Paddock to reef（牧場からサンゴ礁へ）”と呼ばれる

プログラムによりデータが収集・整理されている。これは各流域において、実際に存在する牧

場と、それらが接続している河川・河口域と沿岸域のモニタリングデータを統合し、簡易的な

指標で改善効果を評価することが目的である。科学者グループだけでなく、牧場主や河川管理

者など幅広い関係者を巻き込んでおり、啓発にも効果的である。 

 レポートカードの一例をあげると、大きく分けて「農業」「流域」「沿岸」という３つの項目が

あり、農業ではサトウキビ、牧畜、果樹、穀物、流域については溶存無機窒素、土砂、農薬、

沿岸では海草藻場、水質、サンゴと分けられた下位項目について、改善したかどうかを示す矢

印（上向きが改善、下向きが悪化）とともに、その内容がＡからＥ（Ａが最良、Ｅが最低）で

5 段階評価される。また、レポートカードには「沿岸域の水質はまだ改善していないがサンゴ

は回復している」といった短いメッセージも付けられている。むろん、詳細なデータとその解

析・比較結果とモデリング結果を記載した報告書と、その概要版であるファクトシートも作成

され、関係者と一般に配布・配信されている。 
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３－２－３．クリス・ジョンソン氏のプレゼンテーション概要 

 リーフ 2050 で実施している啓発プログラムは、農業セクターの現場作業者の意識改善による

効果的な水質保全対策の普及を目的としている。具体的な対象者としては、サトウキビ農場主

と従業員、精糖関連業者、政府職員（第一次産業省、林野局、環境省など）、NGO 職員（環境保

全団体など）である。 

 一般的な環境啓発プログラムと同様に様々なプレゼンテーション方法、教材、タイミングを利

用している。担当者と現場作業者が１対１で会話することもあれば、地域関係者をまとめてワ

ークショップ形式とすることもある。会場も農場のこともあれば、近郊のホテルで開催される

見本市の機会を利用することもある。 

 内容も様々だが、大きく分けるとモニタリングデータ解説に代表される調査研究の解説、認証

制度に関するガイダンス、そして、各種補助金・助成金に関するガイダンスである。サンゴ礁

への影響についても話はするが、それよりも農業経営についての話が多い。 

 農業経営のなかで特に重点を置いているのは肥料、農薬、土壌管理についてである。肥料では

施肥方法、量、時期、そして緩効性肥料の費用と収量の関係（肥料コストはかかるが適切に使

えば収量の増加が見込める）、農薬では帯状散布（除草剤は雑草が生えやすい畝部分にのみ、

殺虫剤は作物部分のみ）による使用量削減、土壌管理では休耕地対策（土砂流出防止）、マメ

類の栽培、耕作方法などを、増収・増益の観点から解説する。 

 2012 年から 2014 年までの 2 年間で、900 以上の農家が啓発活動に参加した。耕作地面積で言

えばおよそ 96,000 ヘクタールである。これら参加農家のうち約 41％が施肥や農薬散布を変更

した。また、継続アンケートをとっている 227 の農家のうち、219 が技術的・知識的向上がみ

られたと報告してきた。 

 普及啓発活動の成否は、対象となっている農家が他の農家に自らの経験を話すことや、そうし

た農家のなかから地域で信頼できるアドバイザーができること、一貫したメッセージを送るこ

と、長い時間をかけてコミットすることにかかっていると言える。そして、コストと時間はか

かるが１対１の対話が最も効果的である。 
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３－２－４．ピーター・ブラムウェル氏のプレゼンテーション概要 

 普及啓発活動のベンチマークとして、水質向上・環境保全に貢献する農家を対象に、2013 年か

ら”Best Management Practice（以下 BMP、改善賞   対応する訳語がないため造語とした）”

という認証制度をもうけた。 

 制度の運営は”Canegrowers”という生産者組合が受け持っているが、運営に必要な資金はク

イーンズランド州政府が拠出している。リーフ 2050 において改善対象とされているクイーン

ズランド州内の流域で、複数年にわたって肥料や殺虫剤の使用料を業界が定めた平均以下に削

減し、あるいは耕作方法を工夫して土砂流出量を削減した農家を選定して専用ウェブサイトや

各種メディアで認証する（場合によっては数千ドルの奨励金が交付される）。 

 BMP への参加は、専用ウェブサイトで IDを取得するか、または地域ファシリテーターを通じて

事務局へ申し出る。そのうえで、科学者、州政府と運営団体とで取り決めた、土壌管理、散水・

排水管理、除草・病気管理など 7項目の水質に関わる日常管理の方法を自己申告する。ファシ

リテーターが必要と判断すれば、現在の日常管理を長期間継続するための計画書（アクション

プラン）を作成する。 

 申告内容は地域ファシリテーターかまたは彼/彼女が指定する第三者が審査し、3 項目以上で平

均以上の活動だと判断され、それを運営団体の監査役が承認すると正式な認証がうけられる。

サトウキビの認証制度としては世界的に有名な Bonsucro 認証より個々の農家の活動に重点が

おかれている。 

 BMP を通じて集められたデータは、リーフ 2050 の科学諮問委員会で次の３つの観点から評価を

うける：1) 水質向上への貢献度、2) サトウキビ ABCD と呼ばれる将来の認証枠組みとの一貫

性、3) 前述の Paddock to Reef の報告との対比。 

 2016 年 11 月までに、1,450 の農業団体や個人農家が BMP に参加し、うち 157 の団体・個人が

認証をうけた。面積比にすると、クイーンズランド州のサトウキビ畑の約 64％（256,000ha）

が BMP に参加し、約 11％（43,000ha）が認証をうけたことになる。また、BMP は導入 3 年でサ

トウキビ業界に完全に認知されている。 

 今後も BMP を拡大するためには、認証を受けた団体・個人による啓発活動が必要であろう。業

界団体が積極的にすすめる活動となり、いずれは政府の支援が少なくなっても継続できるよう

になることを目指している。 
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３－２－５．ジャン・エルバッカー氏のプレゼンテーション概要 

 リーフ 2050 の下位計画であるクイーンズランド州のリーフウォータープロテクションプラン

のなかで実施している水質調査研究は、2050 で実施されている他の多くのプログラム（例えば

前述の BMP や Paddock to Reef など）とリンクして、水質保全に貢献するサトウキビ生産や日

常管理に役立てる科学的知見やデータを集めることが目的である。 

 むろん、究極的にはサンゴ礁の水質改善をめざしているのであるが、流出する栄養塩を減少さ

せるために施肥の方法やコストを検討するなど、直接的にはサトウキビ生産の利益向上につな

がる内容が多い。科学的知見を農場へ適用するときは前述の啓発プログラムや BMP を利用して

生産者からのフィードバックを得て、また新たなサポートへむすびつけるという順応的な方法

をとっている。 

 2009 年から 2013 年までの第１フェーズでは、どの地域を対象にどのような知見・データを集

めるべきかを専門家間で協議し、2010 年から 2014 年まで総額 890 万ドルの予算を投じ 40件以

上の調査研究と普及啓発活動を実施した。優先的項目はつぎの 3点である：サトウキビ生産の

（水質と海洋環境にあたえる）リスクとそれを改善したときのインパクト；生産管理における

改善の優先度；新たな科学的知見と過去の経験の融合。大きな成果としては、クイーンズラン

ド州各流域の土地利用と沿岸の栄養塩量の推移や、サトウキビ生産の実態と栄養塩・土砂流出

リスクがモデル化できたことである。 

 2014 年から 2019 年までの第２フェーズは生産者サポートを拡大するとともに、生産現場でよ

り強く求められる知見とデータを収集する調査研究に取り組んでいる。予算総額は 5 年で約

1,200 万ドルである。以下に示すテーマは特に注力している内容である。 

 効率的な肥料の利用：肥料コストを下げつつ収量を上げるために、肥料の種類、施肥と灌漑の

時期や方法、リアルタイム水質モニタリング、土壌残留窒素の処理など。 

 殺虫剤と除草剤の管理：畦や畝への散布方法、時期、量について、除草剤の節約を目的として

殺虫剤の種類や散布時期を工夫して雑草食の昆虫を活用する、グリーンゾーン（流出薬剤を吸

収させる緩衝帯）の効果など。 

 流出土砂管理：牛の飼育頭数調整による牧草地の裸地削減、乾期/雨期の牧草地管理方法の変

更、排水路となる涸れ川（gully）の侵食防止、土砂流出マップに基づく優先地域選定など。 

 バナナ農園管理：経営分析に基づく意志決定ツール作成、苗植え付け時の密度管理による栄養

塩・土砂流出量の削減など。 

 地域における問題解決策：普及啓発の重点項目、生産現場での指導、生産者サポートの順応的

管理など。 
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３－２－６．ワイリー・ロス博士のプレゼンテーション概要 

 オーストラリアには 1500 種以上のアリが生息しており、侵略的外来種として世界的に被害が

報告されている 5 種、アルゼンチンアリ（Argentine ant）、ツヤオオヅアリ（Big headed ant）、

アシナガキアリ（Crazy ant）、コカミアリ（Little fire ant）とヒアリ（Red imported fire 

ant）も含まれる。 

 ヒアリは南アメリカ（ブラジル、パラグアイ、ボリビア）のパンタナル地域原産である。アメ

リカでは 1930 年代にアラバマ州で初めて発見され、現在 17 州に分布が拡大している。最近 6

年間だけでも分布域が 4,400 万 ha にひろがった。アメリカ以外では、中米・カリブ海諸国（1982

年）、オーストラリア（2001 年）、台湾（2003 年）、中国とメキシコ（2004 年）で生息が確認さ

れるようになった。 

 ヒアリはその攻撃力ゆえ他種との競合にも強いだけでなく、羽化して飛翔により、あるいはコ

ロニーの分離や（50万匹程度の巣が 24 時間で数十メートル離れたところにできる）、例えば洪

水が起きた場合には集団で筏を形成して生き延びるなど、容易に生息場所を移動・拡大できる

性質をもっている。そのため、森林や農地はむろん、市街地の様々な場所にも営巣して多くの

産業に被害をおよぼし、時には人命も奪う。最近の研究では、オーストラリア国内のヒアリに

よる被害額は最大で 450 億ドルとの試算もなされた。 

 オーストラリアでは、2001 年にヒアリが発見されてすぐ、クイーンズランド州南東部で確認さ

れた 4 つの個体群を対象とする根絶プログラムが実施された。これまでのところ州南東部の約

40 万 ha の範囲から外への拡大を止めることに成功している。特に、ブリスベン港の 8,300ha

におよぶ根絶は世界最大の事例である。もし根絶プログラムがなければ、ヒアリはブリスベン

とシドニーを含め約 6,900 万 ha の範囲に拡がっていたと思われる。 

 根絶プログラムは複数の異なる下位プロジェクトから成る複合的な施策である：毒餌・巣への

薬剤注射による直接駆除；監視犬・監視員・リモートセンシングによるモニタリング；法整備

による移動制限（生息範囲内の土壌・植物等）；地域参加；集団遺伝・移動ルートモデリング・

GIS 構築；助成金など産業セクターの参加促進。 

 根絶対象となった地域では、毒餌や薬剤注射による直接駆除と、監視犬と監視員またはヘリコ

プター（赤外線カメラを搭載してヒアリの巣を熱感知する）による監視活動を組み合わせてい

る。直接駆除の頻度は 3ヶ月おきに少なくとも 6回必要だと考えている。なお、ヘリコプター

による熱感知は土壌温度の低い時期が適しており、70％程度の確率でヒアリの巣と他のアリの

巣とを区別できる。衛星画像を利用した監視も試している。 

 根絶プログラムの啓発活動により、ブリスベン周辺では住民の約 90％がヒアリの危険性を認識

しており、新しい巣が発見された事例の約 70％は一般からの通報によるものであった。ほかに

も、多数の写真や、ヒアリを含む 51 属のアリ標本が一般から寄せられた。 

 集団遺伝学的調査により世界各地のヒアリがどこから来たかも調べている。これまでの結果か

ら、ヒアリは原産地の中米からまずアメリカに渡り、そこから台湾、中国、オーストラリアへ

拡散したことがわかっている。 

 オーストラリア国内では、ブリスベン個体群とリッチランド個体群とを追跡して、5 年間で前

者の分布域が縮小する過程が確認できた。また、ブリスベン周辺に侵入したヒアリだけでなく、

シドニーやメルボルン、アデレード、パースなど大都市の港湾検疫で発見されたヒアリの遺伝

子も検査して、それぞれがどこから来たかも調べて対策につなげている。 
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 根絶プログラムには毎年 3,800 万ドルという多大なコストがかかったが、かりに根絶しなかっ

た場合の被害額は毎年 160 億ドルにものぼると試算されている。ヒアリの根絶は技術的に可能

であることがオーストラリアの事例で証明され、その対費用効果も十分に期待できる。 
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３－３．オーストラリア海洋科学研究所（AIMS） 

2014年3月の覚書締結以降、沖縄県側は毎年AIMSを訪問して相互の進捗状況に関する情報交換、

技術提供と人材交流を行ってきた。同年 11 月には訪問の機会を利用して沖縄県 JVが AIMS に協力

してオニヒトデ幼生の飼育実験を行ったほか、12月には沖縄県の調査研究を受託していた安田助教

（宮崎大学）が訪問研究員として AIMS の野外調査（幼生サンプリング）に参加した。これらの共

同研究の成果は 2015 年と 2016 年にそれぞれ査読付き論文として発表されている。2016 年 6月にハ

ワイ・ホノルル市で開催された国際サンゴ礁学会では、AIMS・沖縄県 JV・ジェームスクック大学の

三者でのオニヒトデ研究に関するセッションの共同座長をつとめた。7 月には AIMS のオニヒトデ研

究リーダーであるスベン・ウチッケ博士が JSPS（日本学術振興会）の外国人招聘研究員として来日

し、ホストである安田助教とオニヒトデの集団遺伝学研究に取り組んだほか、本事業の餌料制限研

究（創価大学）にも助言をあたえ、ディスカッションの機会を持つこともできた。沖縄県と AIMS、

双方の調査研究は単独でも国際的に高い評価を受けているが、覚書により両者が協力したことで、

この 3 年間でオニヒトデ大量発生要因への理解がより深まったと言える。 

面会の冒頭、AIMS でオニヒトデ研究を含む沿岸研究プログラムのリーダーであるブリタ・シャッ

フェルケ博士からは、上述したこれまでの協力と成果に対し AIMS を代表して沖縄県側に謝意を述

べられた。沖縄県側からはこれに返礼をし、現在実施しているオニヒトデ総合対策事業が 2018 年

（平成 30年）で終了する旨を伝えると、シャッフェルケ博士、ウチッケ博士の両人から、現在の

覚書を何らかのかたちで延長したいとの要望が寄せられた。AIMS はおそらく今後もオニヒトデ研究

を継続してゆくので、かりに沖縄県事業が終了したとしても、オニヒトデの駆除や管理が含まれる

総合的なサンゴ礁の保全にむけた情報共有・技術協力という観点で現在の覚書を更新してはどうか

という提案であった。この要望に対し、沖縄県側は前向きに検討すると回答した。 

今回の訪問は午後の 2時間半だけで、AIMS 側はウチッケ博士から、沖縄県側は JV（岡地）から

それぞれ 30 分程度、進捗に関するプレゼンテーションを行った。ウチッケ博士のプレゼンテーシ

ョン概要は次ページ以降に記したとおりであるが、2015 年から 2016 年にかけては、幼生の主食で

ある植物プランクトンの栄養分と、野外の幼生動態を知るための DNA 検出技術において大きな進捗

があった。沖縄県側のプレゼンテーションでは、オニヒトデ幼生が植物プランクトン以外の有機物

粒子を捕食・同化することをデータで示した創価大学の研究にウチッケ博士は強い興味を持たれて

いた。幼生の餌料研究において、AIMS は植物プランクトンを、沖縄県は有機物粒子をそれぞれ対象

としているが、どちらも自然海水に含まれる餌資源として重要であり、野外における幼生生残を決

定する要因として今後もたがいに協力することがのぞましい。 
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３－３－１．スベン・ウチッケ博士のプレゼンテーション概要 

 AIMS のモニタリングチームによるグレートバリアリーフ全域のマンタ法調査の結果、

2014/2015 年からケアンズ北方の北緯 15 度付近で大量発生が起きている。これは 1960 年代の

最初の大量発生から数えて 4 回目で、この海域で 14～16 年周期で大量発生が始まるという過

去のパターンが繰り返された。おそらく大量発生は今後十数年で南北へ伝播してゆくであろう。 

 かつて有力視されていたオニヒトデ大量発生仮説の主役だったホラガイを使って新しい駆除

技術の開発をめざしている。オニヒトデはホラガイが接近するとその化学物質を感知して逃げ

出すので、このホラガイ由来の物質を特定して野外で散布し、隠れているオニヒトデを追い出

して（push）効率的に駆除する方法である。もう 1 つは誘引物質で隠れているオニヒトデをお

びき寄せる（pull）方法で、2 年前からオニヒトデのゲノム情報に基づいて物質を探索してい

るところである。 

 現在の有力な大量発生仮説は幼生飢餓説である（Larval starvation hypothesis、本事業では

「幼生生き残り説」としている）。人為的な水質汚濁によって増殖した植物プランクトンを餌

として多くのオニヒトデ幼生が生き残って大量発生を引き起こすという説で、すでに植物プラ

ンクトン量と生残率の関係が明らかになっている。この発展研究として、ウチッケ博士はどの

グループの植物プランクトンが重要か、いくつかの代表的なプランクトンの成分を調べて、い

くつかの種を混合して幼生を飼育し、不飽和脂肪酸量が幼生の成長に大きく影響することをつ

きとめた。また、同じ餌密度でも高水温下では生残率が最大 2.4 倍に増加することもわかって

いる。 

 もう 1 つの研究分野はオニヒトデの遺伝子マーカーの開発である。2013 年に着手し、親ヒトデ

の組織から複数のマーカーを取り出して PCR で増幅し、種としてオニヒトデを特定可能なもの

を絞り込んでいった。このマーカーを使って2014年12月にグレートバリアリーフ北部の約600

キロにおよぶ範囲で採取したヒトデ幼生のなかから多数のオニヒトデ幼生を発見した（西表の

例と同程度で最大 50～60 個体/m3）。 

 オニヒトデ用のマーカーを利用して、環境 DNA の解析によるオニヒトデ幼生の分布密度測定技

術の確立にむけた研究も行っている。これまでのところ、日単位で幼生の在/不在は検出でき、

幼生のステージ別に COI 領域のコピー数もおおよそわかっている。また、成体の密度既知の実

験水槽と複数のサンゴ礁とで DNA 量に差がつくことも確認できている。将来的には、産卵の検

知や幼生分布の時間的・空間的な把握と、水質との関連付けによる大量発生仮説の検証につな

げたい。 
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４．付録（プレゼンテーション資料） 

４－１．エバ・プラガニイ博士の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－１（１）．エバ・プラガニイ博士のプレゼンテーションスライド． 
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 図４－４－１（２）．エバ・プラガニイ博士のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－１（３）．エバ・プラガニイ博士のプレゼンテーションスライド． 
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４－２．シャロン・ティッケル氏の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－２（１）．シャロン・ティッケル氏のプレゼンテーションスライド． 
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 図４－４－２（２）．シャロン・ティッケル氏のプレゼンテーションスライド． 
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４－３．ジョン・キーシング博士の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－３（１）．ジョン・キーシング博士のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－３（２）．ジョン・キーシング博士のプレゼンテーションスライド． 
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４－４．エリサ・ニコルズ所長の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－４（１）．エリサ・ニコルズ所長のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－４（２）．エリサ・ニコルズ所長のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－４（３）．エリサ・ニコルズ所長のプレゼンテーションスライド． 
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４－５．ニッサ・ヘンリー氏の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－５（１）．ニッサ・ヘンリー氏のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－５（２）．ニッサ・ヘンリー氏のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－５（３）．ニッサ・ヘンリー氏のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－５（４）．ニッサ・ヘンリー氏のプレゼンテーションスライド． 
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４－６．クリス・ジョンソン氏の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－６（１）．クリス・ジョンソン氏のプレゼンテーションスライド． 
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図４－４－６（２）．クリス・ジョンソン

氏のプレゼンテーションスライド． 
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４－７．ピーター・ブラムウェル氏の資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－４－７（１）．ピーター・ブラムウェル氏のプレゼンテーションスライド． 
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